
品川区喫煙場所の設置費用に対する助成金交付要綱 
 

                制定 令和３年３月２６日 要綱第 ６２号 
                改正 令和４年３月１１日 要綱第 ５９号 

改正 令和７年３月３１日 要綱第 ７４号 
改正 令和８年４月１日  要綱第１１５号 

                       
（趣旨） 

第１条 この要綱は、区が一般開放可能な喫煙場所を設置する者を対象に、当該

喫煙場所の設置費用に対する助成金を交付することについて必要な事項を定め、

もって区民の良好な生活環境を保全し、快適で住みよい地域社会の形成に寄与

することを目的とする。 
（助成金の交付対象者） 

第２条 助成金の交付を受けることができる者（以下「交付対象者」という。）は、

国、独立行政法人および地方公共団体以外の者であって、次の各号のいずれか

に該当するものとする。 
(1) 区内の建物を所有し、または使用することにより、次条に規定する喫煙場

所の設置（整備、改修および移設を含む。以下同じ。）を行う者 
(2) 区内の土地を所有し、または使用することにより、次条に規定する喫煙場

所の設置を行う者 
(3) その他区長が必要と認める者 
（助成金の交付対象となる喫煙場所） 

第３条 助成金の交付対象となる喫煙場所（以下「喫煙場所」という。）は、次に

掲げる要件をすべて満たすものとする。 
 (1) 床面積が内法寸法で２．５㎡以上かつ収容人数が２名以上であること。 

(2) 一般に開放し、無料で利用できること。 
(3) 利用可能時間帯等が広く一般に利用できるものであること（おおむね１日

８時間以上かつ週５日以上）。 
(4) 給気のために必要な開口部を除き、壁および天井で囲まれた閉鎖型の構造

物であり、専ら喫煙のために利用されることを目的としていること。 
(5) 出入口に扉を設けていること。 
(6) 排気設備を設けており、排煙が人の往来が多い区域または他の建物の開口

部に流入しないよう配意されていること。 
(7) 出入口において、喫煙場所内に向かう風速が秒速０．２ｍ以上であること。

ただし、喫煙場所内から非喫煙スペースに向けてたばこの煙が流れない等の

対策が取られている場合は、この限りでない（屋内に喫煙場所を設置する場



合に限る）。 
(8)  喫煙場所の出入口等に、区が指示する内容を記載した案内表示等をして

いること。 
(9) 喫煙場所の名称、所在地等を区ホームページ等に掲載し、広く一般に周知

する等、喫煙場所の周知活動に協力していること。 
(10) 供用開始の日から少なくとも５年間は継続して運営する見込みであるこ

と。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 
(11) 法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態および運営であること。 
(12) 設置について近隣住民等の理解を得られていること。 
(13) 周辺の生活環境の改善に効果があると認められること。 
（助成金の交付対象となる経費等） 

第４条 助成金の交付対象となる経費（以下「交付対象経費」という。）は工事費、

設備費、備品購入費、機械装置費等、喫煙場所の設置に係る費用（用地取得費

用を除く。）とする。 
２ 助成金の額は、交付対象経費の額（当該額に千円未満の端数があるときは、

これを切り捨てるものとする。）とし、区長は、別表１に定める喫煙場所の内法

面積の区分に応じて定める上限額を限度として、予算の範囲内において助成金

を交付するもの助成金を交付する。ただし、消費税額相当額を含まない。 
３ この要綱に基づく助成金以外に、喫煙場所の設置に関し、他の助成金等が支

払われる場合は、当該助成金等の金額を差し引いた額を交付対象経費とする。 
（助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、喫煙場

所の設置工事等の着手前までに、喫煙場所の設置費用に対する助成金交付申請

書（第１号様式）に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。 
(1) 喫煙場所を設置しようとする土地または建物について、正当な所有者また

は使用者であることを証する書面（登記事項証明書（発行後３カ月以内のも

の）、賃貸借契約書の写し等） 
(2) 土地または建物を使用（その一部を使用する場合を含む。）し、喫煙場所を

設置しようとする者にあっては、当該喫煙場所の設置等に関して当該土地ま

たは建物の所有者の同意が確認できるもの 
(3) 設置場所の周辺の地図 
(4) 喫煙場所の図面（喫煙場所の内法面積、仕様、換気扇等の設備および排気

先の位置が分かるもの）ならびに健康増進法施行規則（平成１５年厚生労働

省令第８６号）に規定する技術的基準を満たすことを証する書類（出入口の

空気の気流の計算書類等） 



(5) 交付対象経費の施工業者等からの見積書の写し 
(6) この要綱に基づく助成金の交付を受けようとする喫煙場所の設置に関し、

他の助成金等が支払われている場合は、当該助成金等の金額および内訳が分

かる書類 
(7) その他区長が必要と認める書類 

２ 助成金の交付申請は、喫煙場所１カ所につき１回とする。ただし、区長が特

に必要と認めるときは、この限りでない。 
（助成金の交付決定） 

第６条 区長は、前条に規定する交付申請を受けたときは、その内容を審査する

ほか、必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは助成金の交付を決

定し、喫煙場所の設置費用に対する助成金交付決定通知書（第２号様式）によ

り申請者に通知するものとする。不適当と認めるときは助成金の不交付を決定

し、喫煙場所の設置費用に対する助成金不交付決定通知書（第３号様式）によ

り申請者に通知するものとする。 
２ 区長は、助成金の交付を決定するにあたって、必要な条件を付することがで

きる。 
 （前払金） 
第７条 前条第１項の規定により助成金の交付決定を受けた者（以下「交付決定

者」という。）は、交付決定額の２分の１の額（当該額に千円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てるものとする。）を限度として、喫煙場所の設置費用に

対する助成金交付前払金請求書（第４号様式）により、区長に前払金を請求す

ることができる。 
２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、前払金を交付するものとす

る。 
（変更の申請） 

第８条 交付決定者は、交付決定を受けた経費の配分または交付申請書の内容を

変更しようとするときは、あらかじめ喫煙場所の設置費用等に関する変更申請

書（第５号様式）を区長に提出し、その承認を受けなければならない。 
２ 区長は、前項に規定する変更の申請を受けたときは、その内容を審査し、適

当と認めるときは喫煙場所の設置費用等に関する変更承認通知書（第６号様式）

により交付決定者に通知するものとする。不適当と認めるときは喫煙場所の設

置費用等に関する変更不承認通知書（第７号様式）により交付決定者に通知す

るものとする。 
（中止の届出） 

第９条 交付決定者は、助成金の交付決定を受けた喫煙場所の設置を中止すると

きは、喫煙場所設置中止届（第８号様式）により区長に届け出なければならな



い。 
（廃止の届出） 

第１０条 交付決定者は、助成金の交付決定を受けた喫煙場所を廃止するときは、

喫煙場所廃止届（第９号様式）により区長に届け出なければならない。 
（完了報告） 

第１１条 交付決定者は、喫煙場所の設置工事が完了したときは、速やかに喫煙

場所設置工事完了報告書（第１０号様式）に次に掲げる書類を添えて区長に報

告しなければならない。 
 (1) 設置工事等に係る領収書またはそれと同等と認められるもの 
 (2) 交付対象経費の内訳がわかる書類 
 (3) 設置した喫煙場所、仕様および換気扇等の設備、備品等の詳細を確認でき

る写真（設置工事着工前および完了後、速やかに撮影したものに限る。） 
 (4) 設置工事について、交付申請書の施工内容と実際の施工内容が相違ないこ

とを説明する書類 
 (5) 第３条第１号から第６号までに規定する要件に該当する事実を確認でき

る書類 
 (6) この要綱に基づく助成金以外に、喫煙場所の設置に関し、他の助成金等が

支払われる場合は、当該助成金等の金額および内訳がわかる書類 
 (7) その他区長が必要と認める書類 

（助成金額の確定） 
第１２条 区長は、前条の完了報告書の提出を受けたときは、その内容を審査す

るほか、必要に応じて現地調査等を行い、助成金の交付決定の内容およびこれ

に付した条件に適合すると認めるときは、助成金の額を確定し、喫煙場所の設

置費用に対する助成金額確定通知書（第１１号様式）により、交付決定者に通

知するものとする。 
２ 区長は、前項の規定による審査等の結果、助成金の交付決定の内容およびこ

れに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に是正を求めること

ができる。 
（助成金の請求および交付） 

第１３条 交付決定者は、前条第１項の規定による通知を受けたときは、速やか

に喫煙場所の設置費用に対する助成金交付請求書（第１２号様式）により、区

長に助成金の交付を請求するものとする。ただし、第７条第２項の規定により

前払金を交付された交付決定者は、前条の規定により確定された助成金の額か

ら当該前払金の額を差し引いた額（第１５条第２項において「助成金の確定額

と前払金の差額」をいう。）を請求するものとする。 
２ 区長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付するものとす



る。 
（交付決定の取消し） 

第１４条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交

付決定の全部または一部を取り消すことができる。 
 (1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 
 (2) 助成金を他の用途に使用したとき。 
 (3) 第３条各号の要件のいずれかを欠くこととなったとき。 
 (4) 第９条の規定により、助成金の交付決定を受けた喫煙場所の設置を中止し

たとき。 
 (5) 第１０条の規定により、助成金の交付決定を受けた喫煙場所を廃止したと

き。 
 (6) その他助成金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違反したとき。 
２ 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部または一部を取り消した

ときは、喫煙場所の設置費用に対する助成金交付決定取消通知書（第１３号様

式）により、交付決定者に通知するものとする。 
（助成金の返還） 

第１５条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合におい

て、当該取消しに係る部分の助成金が既に交付されているときは、交付決定者

に対し、期限を定めて助成金の全部または一部の返還を請求するものとする。 
２ 前項の場合において、前条第１項第１号から第５号までに規定する取消事由

に該当するときの助成金の返還の額は助成金の交付決定を受けた喫煙場所の供

用開始の日から当該取消事由の発生日までの期間経過に応じて別表２により算

出した額とし、第１２条第１項の規定により確定された助成金額が第７条の規

定による前払金を下回ったときは助成金の確定額と前払金との差額とする。 
３ 前項の規定によりがたいものについては、区が別途調査を行い、これに基づ

き算出した額とする。 
４ 第１項の規定にかかわらず、区長は、やむを得ない理由があると認めると

きは、既に交付されている助成金の全部または一部について、その返還を免除

することができる。（調査） 
第１６条 区長は、交付決定者に対して、喫煙場所の運営等について必要な調査

を行い、または資料の提出を求めることができる。 
（その他） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか助成金の交付に関し必要な事項は、地域

振興部長が別に定める。 
   付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から適用する。 



  付 則 
この要綱は、令和４年４月１日から適用する。 

付 則 
この要綱は、令和７年４月１日から適用する。 

付 則 
この要綱は、令和８年４月１日から適用する。  



別表１（第４条関係） 
喫煙場所 喫煙場所の内法面積 交付対象経費の

上限額 

助成率 

屋内喫煙場所 ２.５㎡以上５㎡未満 ２００万円 

10 分の 10 

５㎡以上１０㎡未満 ４００万円 

１０㎡以上１５㎡未満 ６００万円 

１５㎡以上２０㎡未満 ８００万円 

２０㎡以上 １，０００万円 

屋外密閉型喫煙場所 

（コンテナ型等） 

２.５㎡以上４㎡未満 ３００万円 

４㎡以上５㎡未満 ４００万円 

５㎡以上６㎡未満 ５００万円 

６㎡以上７㎡未満 ６００万円 

７㎡以上８㎡未満 ７００万円 

８㎡以上９㎡未満 ８００万円 

９㎡以上１０㎡未満 ９００万円 

１０㎡以上 １，０００万円 

 
 
別表２（第１５条関係） 

経過期間 返還割合 
４年以上５年未満 助成金額の５分の１ 
３年以上４年未満 助成金額の５分の２ 
２年以上３年未満 助成金額の５分の３ 
１年以上２年未満 助成金額の５分の４ 

１年未満 助成金額の全額 
 
































